




山梨建築設計監理事業協同組合 設計年月日

縮　　　尺

№

工事名称

図面名称

特　記

事　項
特記仕様書１

承認 代表設計者

一級建築士 一級建築士

河西　聡

第162184号

設計担当者

第145710号

佐野 正秀

代表設計者 設計担当者

・構造躯体

●公２．試験及び報告書

・本章の事項は構造特記仕様書による

載荷試験：　・平板載荷試験　・　

試験の位置、載荷荷重：　・図示　・　

試験方法：　・図示　・　

試験報告書の記載事項等：　・図示　・　

・本章の事項は構造特記仕様書による

４．基礎工事

・本章の事項は構造特記仕様書による

●公２．材　料

砂地業の種別：　・シルト　・山砂　・川砂　・砕砂　・　

床下防湿層の適用：　・適用しない　・適用する　・図示

床下防湿層の範囲：　・図示　・　

防湿層の材料：　※ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15mm　・　

●公６．砂利、砂、捨てコンクリート地業等

●公３．加工及び組立

鉄筋の定着長さ：　※表5.3.4による　・図示　・　

折曲げ定着の方法：　※図5.3.3による　・図示　・　

　　　・図示　・40mm　・50mm　・60mm　・　　

鉄筋の最小かぶり厚さ：　※表5.3.6による　・図示　・　

各部の配筋：　・図示　・　

・本章の事項は構造特記仕様書による

コンクリートの種別：　※Ｉ類　・Ⅱ類

●公２．コンクリートの種類及び品質

施工部位

24

21

コンクリートの要求性能等による種類：　・図示　・　

スランプ：　※表6.2.2による　・図示　・　　

※21+3　

　　　　　　　　　・ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB種

●公３．コンクリートの材料及び調合

骨材のアルカリシリカ反応性による区分：　※A ・B

混和剤：　・AE剤　・AE減水剤　・高性能AE減水剤　・　

混和材：　・ﾌﾗｲｱｯｼｭ　・高炉ｽﾗｸﾞ微粉末　・膨張剤　・　

普通エコセメントの養生期間：　・5日　・7日　・　　

●公７．養　生

●公８．型　枠

・構造躯体（基礎～1階）

・構造躯体

型枠の材料等：　・下表による　・図示　・　

・合板

種類 種別・厚さ

３
章
　
土
・
地
業
・
基
礎
工
事

　　　　　　・鋼管　　・紙ﾁｭｰﾌﾞ

施工部位

・18　・21

コンクリートの種類：　※普通コンクリート　・　

●公１４．無筋コンクリート

・捨てコンクリート

5　そ　の　他　（　施　工　条　件　等　）

計

延　床　面　積

建　築　面　積

4　工　事　内　容

3　敷　地　面　積

2　用途地域・その他規制区域等

1　工　事　場　所　　

Ⅰ 工　事　概　要

溶接金網の寸法、径：　・φ6x150x150　・φ6x100x100　・φ4.5x50x50　・図示　・　

砂利及び砂地業の厚さ：　・図示　※60mm　・100mm　・120mm　・150mm　・　　　

捨てコンクリートの厚さ：　・図示　※50mm　・　mm　・120mm　・150mm　・　　　

継手の種類：　・重ね継手　・ガス圧接継手　・機械継手　・図示　・　

土に接する柱、梁、スラブ及び壁の鉄筋のかぶり厚さ（軽量コンクリートの場合）：

塩害を受ける恐れのある部分等の鉄筋のかぶり厚さ：　・図示　・　

溶接金網の最小かぶり厚さ：　※表5.3.6による　・図示　・　

設計基準強度(N/mm2) 備　考

気乾単位容積質量による種類：　・普通ｺﾝｸﾘｰﾄ（下表による）　・図示

セメントの種類：　※普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄA種　※混合ｾﾒﾝﾄA種　・高炉ｾﾒﾝﾄB種

コンクリートの構造体強度補正値(S)：　※表6.3.2による　・図示　・　

細骨材の種類：　※JIS A 5308(付属書A)の細骨材　・規定外の細骨材：

混和材料の使用方法等：　・図示　※製造所資料に基づき承諾　

スリーブの材種等等：　・鋼管　・VP管　・溶融亜鉛めっき鋼板　・つば付き鋼管

※南洋材

※複　合

材質

※｢ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板のJAS｣・12mm

・｢ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板のJAS｣・15mm

スリーブ：　・硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　　・溶融亜鉛めっき鋼管・鋼管　　・つば付き鋼管

設計基準強度(N/mm2)

・浴室防水押え

スランプ

※15以下 ※18以下

・18　・21

適用箇所：　※標準仕様書6.14.1(4)による　・下表による　・図示

●公４章　地業工事

公2.4 地盤の載荷試験

●公５章　鉄筋工事

公2.2 溶接金網

公2.1 鉄　筋

公6.2 材　料

公6.3 砂利及び砂地業

公6.4 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業

公6.5 床下防湿層

公3.4 継手及び定着

公3.5 鉄筋のかぶり厚さ

　　　　　　及び間隔

公3.7 各部配筋

●公６章　ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

公2.1 ｺﾝｸﾘｰﾄの種類

公2.2 ｺﾝｸﾘｰﾄの強度

公2.4 ﾜｰｶﾋﾞﾘﾃｨｰ,ｽﾗﾝﾌﾟ

公3.1 ｺﾝｸﾘｰﾄの材料

公3.1 ｺﾝｸﾘｰﾄの材料

公3.2 ｺﾝｸﾘｰﾄの調合

公8.1 型枠一般

公8.2 材　料

公14.1 一般事項

公7.2 湿潤養生

木 造 建 築 工 事 特 記 仕 様 書 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項項　　 目章 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項項　　 目章 項　　 目章 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項

棟　　　　　名

用　　　　　途

甲府市太田町10-1

建　築　工　事　仕　様

1　質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部

2　特　記　事　項 １）　項目は、番号に○印の付いたものを適用する。　　　

２）　特記事項は、○印の付いたものを適用する。

　　　○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　○印と※印が付いている場合は、共に適用する。

３）　特記事項欄の行末に記載の（　）内表示番号は、木標仕の該当事項又は該当表を示す。

 Ⅱ

　 監修「公共建築木造工事標準仕様書（最新版）

（以下「木標仕」という。）「公共建築工事標準仕様書（最新版）」以下「標仕」という。）及び国土交通省

 大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書最新版)」（以下「解体共仕」という。）による。

章 項　　 目 特　　　　　記　　　　　事　　　　　項

1　適用基準等 ・建築工事標準詳細図　　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（最新版）

・公共建築工事標準仕様書　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　　　（最新版）

・軸組構法(壁構造系)、軸組構法(軸構造系)、枠組壁工法、丸太組構法及びCLTパネル工法に

　係る木造建築工事に適用する。
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2　概成工期

3　電気保安技術者

4　発生材の処理等

工事期限より＿＿＿日前

・電気主任技術者 ※　監督職員の承諾を受けた者

（1.3.3）

（1.1.2）（1.2.1）

　種　　　別 　対　　象　　品　　目

・　再利用を図るもの　

・　再資源化を図るもの(注1)

・ 発注者へ引渡しを要するもの 　　※　P　C　B　含有機器類　※　P　C　B　含有ｼｰﾘﾝｸﾞ材　

・

・

※　コンクリート塊 　　　　※　金属類

※　ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 　　※　小形二次電池

※　建設発生木材　　　・　蛍光ランプ・H　I　D　ランプ

※　建設汚泥　　　　　・　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管・継手

※　建設混合廃棄物　

・　処理に注意を要するもの　　　・　石膏ボード(砒素　・カドミウム含有、硫化水素発生に

よる管理型処分)      よる管理型処分)

・　0.1パーセントヲ超えて石綿を含有する物

・廃石綿(除去作業に使用した保護具及び養生材を含む)・　特別管理産業廃棄物　

(注1)　上記以外の廃棄物についても、可能な限り再資源化に努めること。

・　ダイオキシン含有廃棄物　・　

5　材料の品質等 1.　本工事に使用する材料・機材等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書に規定

（1.4.2）

　　するもの又はこれらと同等以上のものとする。

　　ただし、同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。

2.　使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督

　　職員に提出する。ただし、設計図書においてJIS又はJASに基づくと指定された材料で、

　　JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受

　　けた場合は、この限りでない。

3.　化学物質を放散する建築材料等

    1)　建材・施工材の使用材料の選定においては、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物

　　　　を放散しないか、放散が十分少ないものをＪＩＳまたはＪＡＳ等を参考に適切に選択

　　　　すること。ホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆を原則とし、該当する材料等がない

　　　　場合は、施工面積に十分注意した上でＦ☆☆☆を使用する。

    2)　接着剤はホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物を放散しないか、発散が極めて少な

      　いもの、または含有量が少なく難揮発性の可塑剤を使用しているものとし、ホルムア

      　ルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆を原則とする。

4.  製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針

  　の判断の基準に従い「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」

  　(林野庁平成18年2月15日)に準拠した証明書等を、監督員に提出する。

5.　本工事に使用する材料については、化学物質等安全データシート(ＳＤＳ)等により確認を

　　行い、アスベスト含有建材を使用しない。

（1.5.2）技能検定職種　　　　　　　　　　　　技能検定作業工　事　種　

とび とび作業

鉄筋組立作業鉄筋施工

型枠施工 型枠工事作業

コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業

鉄工 建築物鉄鋼作業

とび とび作業

コンクリ-トブロック工事作業ブロック建築

仮設工事

鉄筋工事

コンクリート工事

鉄骨工事

コンクリートブロック

ＡＬＣパネルブロック ＡＬＣパネル施工 ＡＬＣパネル作業

6　技能士

防水施工 アスファルト防水工事作業

ウレタンゴム系塗膜防水工事作業

アクリルゴム系塗膜防水工事作業

合成ゴム系シート防水工事作業

塩化ビニル系シート防水工事作業

セメント系防水工事作業

シーリング防水工事作業

ＦＲＰ防水工事作業

石材施工 石張り作業

タイル張り タイル張り作業

建築大工 大工大工工事作業

建築板金 内外装板金工事

スレート施工 スレート施工作業

内外装仕上げ工事 鋼製下地工事作業

建築板金 内外装板金工事

左官 左官作業

押出成形セメント板工事

防水工事

石工事

タイル工事

木工事

屋根及びとい工事

金属工事

左官工事

改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業

建具工事 サッシ施工 ビル用サッシ施工作業

ガラス施工 ガラス工事作業

自動ドア施工 自動ドア施工作業

カーテンウォール施工 金属製カーテンウォール工事作業カーテンウォール工事

サッシ施工 ビル用サッシ施工作業

ガラス施工 ガラス工事作業

塗装 塗装施工作業塗装工事

内装仕上施工 プラスチック系床仕上工事作業内装工事

カーペット系仕上げ作業

ボード仕上げ作業

表装 壁装作業

配管 建築配管作業排水工事

路面標示施工 溶融ペイントハンドマーカー工事作業舗装工事

加熱ペイントマシンマーカー作業

造園 造園工事作業植栽工事

木標仕に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。

施工に使用する建設機械は、低騒音型・低振動型及び排ガス対策型建設機械とすること。8 施工中の環境保全等

9 化学物質の濃度測定

3. 測定方法

1. 測定対象化学物質

工事完成前に､ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定を行い､測定結果報告

書を監督員に提出すること。また、測定の結果が、厚生労働省が設定した化学物質の室内濃度

の指針値を超えた場合は、監督員と協議すること。　　　　　　　　　　　　　　　（1.5.9）

　※　拡散方式（　※　測定バッヂ　・　パッシブサンプラー・　パッシブガスチューブ）

　　・吸引方式　

1) 空気の採取

2) 測定・分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として

　 示した以下の方法によって行う。または､以下と相関の高い方法によって行うこともできる。

揮発性有機化合物　　　　ガスクロマトグラフィー質量分析法

　　ホルムアルデヒド　　　　高速液体クロマトグラフ法

7 特別な材料の工法

（1.6.2）

10．工事実績情報

(CORINS)の登録

<1.1.4>※　適用する（請負精算額が500万円以上の場合）

・　適用しない

　受注者は、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）入力システム（(財)日本建設

　情報総合センター）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として

　「登録のための確認お願い」を作成し監督員の確認（機関印または監督員の記名

　・押印及び電子メールアドレスを記入）を受けたうえ、(財)日本建設情報総合セ

　ンターに登録申請するとともに、「登録内容確認書」の写しを監督員に提出しな

　ければならない。提出の期限は、以下のとおりとする。

　　等を除く）とする。

　②完成時登録データの提出期限は、業務完成後１０日以内とする。

　①受注時登録データの提出期限は、契約締結後１０日以内（土・日曜日及び祝日

　③業務履行中に、受注時登録データの内容のうち、「工期」または「現場代理人」

　　または「監理・主任技術者」に変更があった場合は、変更があった日から１０

　　日以内（土・日曜日及び祝日等を除く）に変更データを登録申請しなければな

　　らない。工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。

　　ただし、工事請負代金2,500万円を超えて変更する場合には変更時登録を行う

（1.71～3）

提出図書等

　完成写真(改修工事の場合は着工前を左、完成写真を右に入れたもの)

　工事写真

　完成図 　※　二つ折り製本

 ・　黒表紙金文字入製本(折りたたみ→A4)

すべての図面および特記仕様書を1つの

ＰＤＦファイルにまとめオリジナルフォルダに格納

　施工計画書(工事期間中に監督職員の承諾を受けたものをとりまとめたもの)

　承認図

　保全に関する資料(標仕(1.7.3)(a)に示す内容) 

　その他監督職員が指示する書類　

※電子納品

1部

※電子納品

※1部・＿部

※2部・＿部

２部

部数 備　考

200万画素以上

※電子納品200万画素以上

　④訂正時は、適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

　　ものとする。

11　完了時の提出図書等

●公１．適用範囲●公３章　土工事

公2.3 埋戻し及び盛土 材料：　・搬入真砂土（砂礫等の混入のないもの）　・掘削土（良質なもの）

種別：　・A種　・B種　・C種　・D種

・現場説明書による　・構外搬出適切処理　・構内指定場所堆積　・構内指定場所敷均し公2.5 建設発生土の処理

・他現場に搬入（　　　　　　　　　　）　・　

・指定処分地（

３
章
　
土
・
地
業
・
基
礎
工
事

3.1 監督職員事務所等
２
章
　
仮
設
工
事

監督職員事務所の設置：　・必要　・不要　

◎監督員事務所の規模、設備、備品等

　・（　）号（会議室（　　）ｍ2 を含む）

　・（　）号に会議室（　　）ｍ2 を加えた規模

　・専用電話　・兼用FAX　・冷暖房機　・机　・椅子　・書棚　・検査用具

　・その他；

構内既存の施設：　・利用できない　・利用できる【・有償　・無償】

構内既存の施設：　・利用できない　・利用できる【・有償　・無償】

　　　　　　　　　・動力以外利用できる【・有償　・無償】

　　　　・　

塗装：　・単色；片面SOP塗　・模様；

門扉（施錠付）：

　種別　・ｼｰﾄｹﾞｰﾄ　・ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ　・　

　形状：・W3.6m×H4.5m　・　

15．完成図等

　　電子納品

・電子媒体により納品すること。

・施工図CADﾃﾞｰﾀ、工事写真

　工事写真の取扱い

・納品時には、正副１部ずつを納品すること。

・使用する媒体は、ＣＤ－Ｒとする。ただし、やむを得ない理由がある場合に限り、

　ＤＶＤ－Ｒの使用も可とする。

・電子媒体に対して必ずウイルスチェックを行うこと。

　（ウイルス対策ソフトは特に指定しないが、最新のウイルスも検出できるように

　　最新のデータに更新したものを利用すること。）

・電子媒体には以下の情報を明記すること。

　　Ａ，工事名称

　　Ｂ，工事場所

　　Ｃ，契約番号

　　Ｅ，請負者名称

　　Ｄ，発注者担当部署名称

　　Ｆ，作成年月

　　Ｇ，何枚目／総枚数

　　Ｈ，ウイルスチェックに関する情報

　　Ｉ，ＣＤ－Ｒフォーマット形式

　　Ｊ，電子媒体の内容の原本性を証明するために、直接署名又は捺印を行う。

　　　・電子納品される写真データは、ＰＤＦ形式、エクセル等で編集したもので、

　　　　従来の印刷物写真と同様な確認ができるものとする。

　　　・写真データは、工種種別、撮影項目毎に分類し、工事の進捗に合わせて

　　　　編集し、容易に確認できるファイル名・フォルダ名を付して整理すること。

　　　・工事写真の検査は、電子データで検査することを原則とするが、印刷物

　　　　または電子データと併用で検査することも可能とし、その範囲は受発注者

　　　　との協議による。

　　　・検査に使用する機器の準備と操作は、受注者が行うことを原則とする。

　　　・やむを得ない理由により、電子納品できない場合は、受発注者との

　　　　協議により、従来の印刷物による納品も可とする。

　　　・ここに定めなきことは、受発注者との協議により決定する。

・適正な下請負契約を確認するため、下請負届けを提出する場合は

　次の書類を添付すること。

　下請負契約書（請書等）の写し（元請負額が５００万円以上）

　下請負業者の建設業許可証の写し

　（下請け金額が土木は５００万円、建築は１５００万円以上）

　元請負業者における「指定建設業監理技術者資格者証」の写し

　（下請負総額が土木は３０００万円、建築で４５００万円を越える場合）
・「甲府市暴力団排除条例の施行に伴う公共工事からの暴力団排除」を目的とし

　て受注者は、下請負業者を用いる場合には、金額・工種の如何にかかわらず、

　末端の下請負者まで反映させた、「下請施工体系図」を作成し、遺漏・誤謬が無い

　よう記載内容を十分確認の上、遅滞なく監督員に提出するものとする。

　また、提出した「下請施工体系図」の内容に変更が生じた場合は、その都度変更

　するものとし、遅滞なく監督員へ提出するものとする。

　なお、提出は打合せ簿によるものとする。

・再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出

　（請負金額100万円以上の工事）

　請負者は国土交通省のホームページから「建設リサイクル報告様式（計画書・実

　施書）（EXCEL 様式）」の最新バージョンをダウンロードし、作成出力した再生

　資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を出力し、1部（紙）を施工計画書

　に添付し監督員に提出するものとする。（以前より使用していたクレダスを使用

　した様式での提出はH30センサスに対応していないため不可）

　工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利

　用実施書及び再生資源利用促進実施書を出力し、1部（紙）を完成書類に添付し、

　また、電子データを電子媒体（CD、DVD等）により監督員に提出するものとする。

　なお、入力した電子データは自社で１年間保管するものとする。

　※入力時の最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること。

　URL　http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/

・環境対策及び再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法を書面等により

　原則とする。）

　明確にすること。（建設機械については、排ガス対策型の建設機械の使用を

16.その他

　　　　　　　page_03060101credas1top.htm

・図示されていない耐久設計基準強度 24

階

階

2. 測定対象室・測定箇所数     ※　図示　　・1ヶ所

※ＣＡＤによるＪＷＷ形式　オリジナル形式およびＰＤＦ形式

※ 　２ 部 　

その他

休憩棟

鉄筋の種類：　・SR295　・SD295　・SD345　・SD390　・図示　・　

44.71m2

南休 A-02
遊亀公園附属動物園第Ⅱ期整備（建築主体）工事 (南―休憩棟)

休憩棟　44.71m2

44.71m2

地上　1

地下　0

木造

※1部

3.2 工事用水

3.3 工事電力

3.4 仮囲い

2. 地業工事

4. 基礎工事

1. ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

種別：　・仮囲い用成型鋼板

　　　　・塗装溶融亜鉛メッキ鋼板波板

　　　　・ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ

　・　Ａ４判二つ折り製本 ・1部・＿部

※　1部

※1部・＿部

1部
















